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兵庫県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則（規則第９号） 

姫路港に設置している小型船舶係留施設の管理を指定管理者に行わせることに伴い、所要の整備を行うこと

とした。 
 

規         則 

 

兵庫県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成20年３月21日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県規則第９号 

兵庫県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則 

兵庫県港湾施設管理条例施行規則（昭和36年兵庫県規則第49号）の一部を次のように改正する。 

 別表第５東播磨港小型船舶係留施設の項の次に次のように加える。 

附 則 

 この規則は、平成20年４月１日から施行する。    
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